
【資料１】 

 

桜井市小中学校適正化実施計画策定検討委員会について 

 

１ 目的 

  桜井市教育委員会の諮問により、『桜井市小・中学校の適正規模及び適正配置に関す

る基本方針』（平成 30 年 3 月策定）及び『桜井市立小中学校の規模適正化に向けて

（基本計画）』（令和2年3月策定）、『桜井市立小中学校適正化実施計画（前期）』

（令和５年５月策定）を策定したが、桜井東中学校区の現状及び児童・生徒数の将来推

計、また激甚化・頻発化する自然災害の状況を踏まえ、実施計画（前期）の改訂に向け

た諮問事項について検討し、答申する。 

 

２ 基本的な考え方 

○ 地域の立地・歴史的な背景・地域及び保護者の意見等を踏まえ、桜井東中学校区の

児童生徒が社会のニーズや時代に応じたよりよい教育を享受できる教育条件を整備す

る。 

○ 児童生徒に対する教育のみならず、地域コミュニティの核となりうる整備を行う。 

 

３ 日程・内容 

 開催日時 内 容（予定） 

第 1 回 令和７年５月２７日（火） 

1５時～17 時 

市庁舎３階 

災害対策本部室 

 

○ 検討委員委嘱・任命及び紹介 

○ 諮問 

○ 検討委員会設置の目的及び経過の説明 

○  桜井市小中学校適正化の基本方針、基本計画、実施

計画の概要について 

○ 桜井市の現状及び児童生徒数の将来推計について 

○  桜井東中学校区の災害時において想定される状況等

について 

○  「桜井市立小中学校適正化実施計画（前期）」の改

訂について 

第 2 回 令和７年６月３０日（月） 

 15 時～17 時 

 市庁舎２階 大会議室 

○ 義務教育学校の設置場所 

○ 義務教育学校の開校時期及びスケジュール 

○ 答申案の検討 

第 3 回 令和７年７月 2３日（水） 

 1５時～17 時 

 市庁舎２階 大会議室 

○ 答申案の確認 

 



基本方針及び基本計画、

実施計画の概要

0

〈資料２〉



桜井市小・中学校の適正規模及び適正配置に関する
基本方針・概要
～平成30年3月策定～

【基本方針】

桜井市の学校規模・配置の適正化に向けて、方向性をまとめ全市レベルで

取り組みを推進していくことを目的として策定。

【基本方針に示されている学校の適正規模・適正配置に関する基本的な考え方】

① 中学校区を基本とする適正化

  現行の中学校区の枠組みを堅持しながら、各小・中学校において適正化を推進。

② 規模のみではない総合的観点での検討

地理的条件や交通手段の状況、児童・生徒の安全確保等の各地域の実情や課題を踏まえて、

総合的な教育条件の向上に資する形で検討。

③ 小中一貫教育導入の検討

・教育面や学校運営面で様々な効果が見込まれる小中一貫教育の導入を検討。

・小中学校の教職員が専門性を活かしながら協力し合って指導に当たる。

・義務教育９年間を見通した教育課程を編成。

・小学生と中学生が一体となった行事を実施。

④ 建て替えや長寿命化時期を目安とする再配置

    ・学校規模・配置の適正化は、建て替えや長寿命化の時期を検討の優先順位の目安とする。

・隣接する学校及び中学校区全体の状況を勘案して基本方針に沿った検討を行う。 1



桜井市立小中学校の規模適正化に向けて
（基本計画）・概要

～令和2年3月策定～

【中学校区別の適正化の方針及び統合イメージ・スケジュール】

(1)中学校区別の適正化の方針

【桜井東中学校区】
・２小学校１中学校を同時に統合
・小中一貫教育の導入
・特認校の指定

【桜井中学校区】
・４小学校を２から３小学校に統合
・隣接小学校区における通学区域の再編
・必要に応じて桜井中学校区以外の隣接
小学校区との通学区域の再編の検討

・現在の小中連携教育の継続

【桜井西中学校区】
・現状の２小学校１中学校を維持
・ただし、児童生徒数の推移を
見計らいつつ対応を検討

・現在の小中連携教育を継続

【大三輪中学校区】
・３小学校１中学校を同時に統合
・小中一貫教育の導入

三輪小
織田小
纒向小
大三輪中

朝倉小
初瀬小
桜井東中

桜井小
城島小
安倍小
桜井南小
桜井中

大福小
桜井西小
桜井西
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桜井市立小中学校の規模適正化に向けて
（基本計画）・概要

～令和2年3月策定～

(2)統合イメージ・スケジュール
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桜井市立小中学校適正化実施計画
（前期）・概要
～令和5年5月策定～

【実施計画（前期）】

桜井市の学校規模・配置の適正化に向けて、桜井市立桜井東中学校区において

小中一貫教育を導入する学校の設置場所、開校時期及び開校までのスケジュー

ル、小中一貫校の開校に向けた留意事項をまとめ策定。

【設置場所】

小中一貫校の設置場所は、桜井東中学校敷地が適当とします。

【開校時期】
小中一貫校の開校時期は、令和12年4月を目途とします。
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【開校に向けた留意すべき事項】

学校施設の建設 児童生徒がより良い教育環境の下で充実した教育を受けられるよう、
建て替えを含め長期的な視点から十分に検討する。
学校施設が避難場所として使用されることを踏まえ、安全確保につい
て十分に配慮した施設とする。

特認校に指定 小中一貫校の教育方針や教育内容等に賛同する保護者とその子どもが
転入学を希望した場合は、教育委員会が定める条件のもと、通学区域
外からの就学を認める。

通学方法 スクールバス運行の充実を図る等、児童生徒・保護者の負担を軽減す
る措置を講じる。

その他 施設基本構想等の策定及び推進委員会・開校準備委員会等の実施にあ
たっては、保護者・地域住民と十分に調整を行い、理解と協力の下に
進める。
開校後に不使用となる学校建物・敷地は、地域の活性化に資するよう
有効活用。
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桜井市立小中学校適正化実施計画
（前期）・概要
～令和5年5月策定～



義務教育学校の概要
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• 義務教育学校は、一人の校長の下、義務教育９年間の教育課程を編成・実施する学校。
• ９年間の教育課程において「４―３―２」や「５―４」などの柔軟な学年段階の区切りを設

定することが容易になる。 

資料：文部科学省「小中一貫した教育課程の編成・実施に関する手引」



桜井市の現状及び児童生徒数の

将来推計について
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桜井市の現状：総人口の推移
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• 平成12年をピークに人口減少となり、令和2年には54,857人と前回の「国立社会保障・人

口問題研究所」による推計値56,666人を下回った。

• 最新の「国立社会保障・人口問題研究所」による推計人口では、令和32年（2050年）には

約36,000人に。



中学校区別の児童生徒数の推計結果
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• 児童生徒数は年々減少し、令和52年にはすべての中学校区で令和7年の3割程度まで減少す

ると予測されている。
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• 児童生徒数は3小中学校とも年々減少する傾向へ。

• 令和52年には現在の児童生徒数の3割程度に減少。

桜井東中学校区の児童生徒数の推計結果

資料：桜井市教育委員会資料（R6.5.1現在） 10
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• 平成22年度には必要なすべての学校で耐震改修工事が完了

• 朝倉小学校及び桜井東中学校では老朽化が進んでおり、今後も大規模な改修が順次必要

桜井東中学校区の学校施設の状況

資料：桜井市教育委員会資料
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桜井東中学校区の

自然災害において想定される

状況等について
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土砂災害警戒区域等の指定状況

朝倉小学校敷地 初瀬小学校敷地 桜井東中学校敷地
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・急傾斜地崩壊特別警戒区域
・土石流特別警戒区域
・土石流警戒区域

・土石流警戒区域
・急傾斜地崩壊区域
・土石流警戒区域

校舎全体 敷地西部分（プール） 校舎西部分、敷地南東部、運動場、体育館

洪
水
浸
水
想
定
区
域
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急傾斜地崩壊特別警戒区域 急傾斜地崩壊区域 土石流特別警戒区域 土石流警戒区域

0.5m未満の区域 0.5ｍ～3.0ｍ未満の区域
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